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第 14次労働災害防止計画の取組 

事業場名 

（記載は任意） 
 

業種 ☐ 製造業 ☐ 建設業 ☐ 道路貨物運送業 ☐ その他の運送業（道路貨物以外） 

☐ 林業 ☐ 保健衛生業 ☐ 商業 ☐ その他（                  ） 

※道路貨物運送業、建設業、製造業、林業の方につきましては、１ページ目のほか、以

下の該当ページについてもご回答願います。 

道路貨物運送業・・・２、３ページ目   建設業・・・４ページ目   

製   造   業・・・５ページ目     林  業・・・６ページ目 

労働者数 ☐ １～９ ☐ 10～49 ☐ 50～99 ☐ 100～499 ☐ 500～999 ☐ 1000以上  

 

 

 

行動災害の

防止 

 

 

転倒災害防止の取組 

設備の改善の実施 ☐ 有 ☐ 無  

転倒危険マップの作製 ☐ 有 ☐ 無  

標識の設置 ☐ 有 ☐ 無  

社内教育の実施 ☐ 有 ☐ 無 ☐ 全労働者 

※有の場合は右隣の欄についてもご回答ください。 ☐ 正社員のみ 

腰痛予防の取組（医療・介護） ノーリフト・ケアの実施 ☐ 有 ☐ 無  

 

高年齢労働

者対策 

 

エイジフレンドリー 

ガイドラインに沿った取組 

リスクアセスメントの実施 ☐ 有 ☐ 無  

職場環境の改善の実施 ☐ 有 ☐ 無  

健康や体力の状況の把握 ☐ 有 ☐ 無  

健康や体力に応じた作業配置 ☐ 有 ☐ 無  

安全衛生教育の実施 ☐ 有 ☐ 無  

多様な働き方

への対応 

 

外国人労働者の労働災害防止 
安全衛生教育の実施 

☐ 有 ☐ 無 ☐ 母国語教材 

 ☐ 視聴覚教材 

※有の場合は右隣の欄についてもご回答ください。 ☐ 日本語教材 

 

健康確保 

対策 

 年休取得率 約   ％  

 インターバル制度の導入 ☐ 有 ☐ 無  

 メンタルヘルス対策の取組 ☐ 有 ☐ 無  

 ストレスチェックの実施 ☐ 有 ☐ 無  

 産業保健サービスの提供 ☐ 有 ☐ 無  

化学物質 

対策 

危険有害性が把握されている

化学物質 

ラベル表示 ☐ 有 ☐ 無  

SDSの交付 ☐ 有 ☐ 無  

リスクアセスメントの実施 ☐ 有 ☐ 無  

熱中症対策 暑さ指数の把握 WBGT指数計の活用 ☐ 有 ☐ 無  

【点検表の提出先】 

監督署名 メールアドレス 所在地 担当部署 

大船渡監督署 oofunato-kanan@mhlw.go.jp 岩手県大船渡市大船渡町字台 13－14 
監督・安衛課 

Tel：0192-26-5231 

mailto:oofunato-kanan@mhlw.go.jp
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第 14次労働災害防止計画の取組（道路貨物運送業） 

陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドラインの実施状況 

 

安全管理体制の確立等 

☐ 全て実施 
荷役作業における労働災害

防止措置（基本的な対策） 

☐ 全て実施 

☐ 一部実施 ☐ 一部実施 

☐ 実施していない ☐ 実施していない 

墜落・転落による労働災害の防

止対策 

☐ 全て実施 
フォークリフトによる労働災害

の防止対策 

☐ 全て実施 

☐ 一部実施 ☐ 一部実施 

☐ 実施していない ☐ 実施していない 

クレーン等による労働災害の防

止対策 

☐ 全て実施 
コンベヤーによる労働災害の

防止対策 

☐ 全て実施 

☐ 一部実施 ☐ 一部実施 

☐ 実施していない ☐ 実施していない 

※以下の実施事項に対する実施状況について、該当する□に✓を記入してください。 

 

○安全作業の担当者の指名

○安全衛生方針の表明等

○荷主等との安全衛生協議組織の設置

○荷役作業の有無の事前確認

○保護帽、安全靴の着用等

○自社内の荷役作業場所の改善

○荷役作業を行う労働者の遵守事項の徹底

○墜落防止施設・設備の使用

○貨物自動車の荷台への昇降設備の使用

○自社内の施設・設備への安全帯取付設備の設置

○フォークリフトの運転資格の確認

○定期自主検査の実施

○作業計画の作成

○作業指揮者の配置

○労働者の遵守事項の徹底

○制限速度、安全通路等の掲示

○通路の死角部分へのミラー等を設置（自社内）

○フォークリフトの走行場所と歩行通路の区分（自社内）

○クレーン、移動式クレーンの運転資格の確認

○定期自主検査の実施

○クレーン等の定格荷重の範囲内での作業

○移動式クレーンの運転者に対する設置場所の状況等の周知

○水平な場所での移動式クレーンの設置
（傾斜がある場合には可能な限り補正）

○移動式クレーンの転倒防止のための敷鉄板の敷設

○コンベヤーを用いて荷役作業を行う労働者の遵守事項の徹底

○通行のためコンベヤーを跨ぐ必要がある場所に踏切橋等を設置

○駆動ローラとフレーム、又はベルトとの間に覆いを設置

○コンベヤーに逸走等防止装置、非常停止装置を設置（自社内）

コンベヤーによる労働災害の防止対策

クレーン等による労働災害の防止対策

陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドラインに基づく実施事項

安全管理体制の確立等

荷役作業における労働災害防止措置（基本的な対策）

墜落・転落による労働災害の防止対策

フォークリフトによる労働災害の防止対策
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第 14次労働災害防止計画の取組（道路貨物運送業） 

陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドラインの実施状況 

ロールボックスパレット等による労

働災害防止対策 

☐ 全て実施  

転倒による労働災害防止対策 

☐ 全て実施 

☐ 一部実施 ☐ 一部実施 

☐ 実施していない ☐ 実施していない 

 

腰痛防止対策 

☐ 全て実施  

その他の労働災害の防止対策 

☐ 全て実施 

☐ 一部実施 ☐ 一部実施 

☐ 実施していない ☐ 実施していない 

 

荷役作業の安全衛生教育の実施 

☐ 全て実施 
陸運事業者と荷主等との連絡

調整 

☐ 全て実施 

☐ 一部実施 ☐ 一部実施 

☐ 実施していない ☐ 実施していない 

※以下の実施事項に対する実施状況について、該当する□に✓を記入してください。 

 

 

 

 

 

○労働者の遵守事項の徹底

○ロールボックスパレット等の進行方向の視界の確保

○ロールボックスパレット等の移動経路の整理整頓

○床・地面の凹凸や傾斜を可能な限り解消

○荷役作業を行う労働者の遵守事項の徹底

○荷役作業場所等に合わせた耐滑性、屈曲性のある安全靴を使用

○荷役作業場所の整理整頓、床・地面の凹凸等の解消

○荷役作業場所の段差の解消、手すりの設置、床面の防滑化（自社内）

○台車等の使用

○職場における腰痛予防対策指針で示された対策の実施

○荷役作業を行わせる事業者の実施事項の徹底

○荷役作業を行う労働者の遵守事項の徹底

○機械・道具を使った荷役作業とするよう施設、設備を改善

○荷役作業を行う労働者の遵守事項の徹底

○パレットの破損状況の確認

○荷役作業従事者等に対する安全衛生教育

○労働安全衛生法に基づく資格等の取得

○作業指揮者等に対する教育

○日常の教育（危険予知訓練等）

○荷役作業の実施者について書面契約の締結の推進

○荷役作業の有無の事前確認

○荷主等との安全衛生協議会組織の設置

陸運事業者と荷主等との連絡調整

ロールボックスパレット等による労働災害防止対策

転倒による労働災害防止対策

腰痛防止対策

その他の労働災害の防止対策

荷役作業の安全衛生教育の実施

陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドラインに基づく実施事項
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第 14次労働災害防止計画の取組（建設業） 

墜落・転落災害の防止に関するリスクアセスメント 

 

実施体制の確立等 

☐ 全て実施  

対象の選定 

☐ 全て実施 

☐ 一部実施 ☐ 一部実施 

☐ 実施していない ☐ 実施していない 

 

情報の入手 

☐ 全て実施  

危険性又は有害性の特定 

☐ 全て実施 

☐ 一部実施 ☐ 一部実施 

☐ 実施していない ☐ 実施していない 

 

リスクの見積もり 

☐ 全て実施  

リスク低減措置の検討及び実施 

☐ 全て実施 

☐ 一部実施 ☐ 一部実施 

☐ 実施していない ☐ 実施していない 

 

記録の作成 

☐ 全て実施  

結果の周知 

☐ 全て実施 

☐ 一部実施 ☐ 一部実施 

☐ 実施していない ☐ 実施していない 

※以下の実施事項に対する実施状況について、該当する□に✓を記入してください。 

 

 

 

 

 

○統括管理者等による実施の管理 ○過去に労働災害が発生した作業・設備

○安全衛生方針の表明等 ○負傷・疾病が合理的に予見可能であるもの

○委員会組織による調査 ○作業標準、作業手順書

○職長等作業内容を詳しく把握している者の参画 ○機械設備、材料等に係る危険性又は有害性に関する情報

○専門的な知識を有している者の参画 ○機械設備の配置図、現場周辺の環境等

○調査等を行う者に対する教育の実施 ○混在作業による危険性等

○危険性又は有害性を特定する作業単位の選定 ○災害事例、災害統計等

○危険性又は有害性の分類の設定 ○その他の参考資料

○労働者の疲労等の付加的影響の考慮 ○機械設備、作業特性に応じた負傷又は疾病の重篤度の設定、数値化

○リスクの見積もりに応じた優先順位の設定 ○機械設備、作業特性に応じた発生可能性の度合いの設定、数値化

○危険な作業の廃止・変更 ○重篤度と可能性の度合いからリスクの見積もり（加算法、積算法など）

○計画段階からの危険性又は有害性の除去又は低減 ○選定した作業

○インターロックの設置等工学的対策 ○特定した危険性又は有害性

○マニュアルの整備等管理的対策 ○見積もったリスク

○個人用保護具の使用 ○設定したリスク低減措置の優先度

○会議時等における説明 ○実施したリスク低減措置の内容

○掲示等による周知

墜落・転落災害の防止に関するリスクアセスメント

対象の選定

情報の入手

リスクの見
積もり

リスク低減措置
の検討及び実施

記録の作成

実施体制の確立
等

危険性又は有害
性の特定

結果の周知
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第 14次労働災害防止計画の取組（製造業） 

機械によるはさまれ・巻き込まれ災害防止の取組 

回転軸、歯車、プーリー、ベルトなどに覆い・囲い等を設け有効に保持して

いる 

☐ 全て実施 

☐ 一部実施 

☐ 実施していない 

 

安全カバー、安全装置を常に有効な状態に保持している 

☐ 全て実施 

☐ 一部実施 

☐ 実施していない 

 

開閉するカバーにはインターロック（リミット）スイッチを設けている 

☐ 全て実施 

☐ 一部実施 

☐ 実施していない 

 

「安全な作業標準」を定め、作業標準を遵守している 

☐ 全て実施 

☐ 一部実施 

☐ 実施していない 

 

作業標準に清掃や点検・修理などの非定常作業についても定めている 

☐ 全て実施 

☐ 一部実施 

☐ 実施していない 

 

清掃作業や点検作業の際には「点検のため停止中」などの表示をしている 

☐ 全て実施 

☐ 一部実施 

☐ 実施していない 

取外しが可能な安全カバーに「機械が作動中は取り外さないこと」等の表示

をしている 

☐ 全て実施 

☐ 一部実施 

☐ 実施していない 

はさまれる危険がある箇所等には見やすい位置に確認しやすい方法で注

意表示をしてある 

☐ 全て実施 

☐ 一部実施 

☐ 実施していない 

非常停止装置は、非常時に直ちに作動させることができる位置に設置して

いる 

☐ 全て実施 

☐ 一部実施 

☐ 実施していない 

ボール盤など回転する刃物に巻き込まれる危険がある機械の操作につい

て、手袋の使用を禁止している 

☐ 全て実施 

☐ 一部実施 

☐ 実施していない 

作業衣が回転物に巻き込まれないよう、破れやほつれ、袖口の留めなどを

始業時に点検している 

☐ 全て実施 

☐ 一部実施 

☐ 実施していない 
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第 14次労働災害防止計画の取組（林業） 

チェーンソーによる伐木作業の安全に関するガイドラインに基づく実施事項 

 

保護具・保護衣の着用 

☐ 全て実施  

安全なチェーンソーの取扱い 

☐ 全て実施 

☐ 一部実施 ☐ 一部実施 

☐ 実施していない ☐ 実施していない 

 

作業計画の策定 

☐ 全て実施  

安全な伐木作業の徹底 

☐ 全て実施 

☐ 一部実施 ☐ 一部実施 

☐ 実施していない ☐ 実施していない 

 

安全な造材作業の徹底 

☐ 全て実施  

☐ 一部実施 

☐ 実施していない 

※以下の実施事項に対する実施状況について、該当する□に✓を記入してください。 

 

 

○下肢の切創防止用保護具の着用 ○できる限り軽量なチェーンソーの選定

○作業に適した衣服の着用 ○チェーンソー始動時は原則的に地面において始動

○防振手袋の着用 ○伐木作業時のチェーンソーの確実な保持と適切な作業姿勢

○切創防止用安全靴の着用 ○チェーンソーを携行移動時の切創防止（チェーンブレーキ、カバー装着等）

○保護帽、保護網・保護メガネ、防音保護具の着用 ○作業場所の地形等の確認

○事前調査の実施と記録の作成 ○立木の樹種、重心、つる・枝がらみの状況、枯損木・枝等の確認

○リスクアセスメントの実施 ○伐倒方向の確認

○作業計画の作成 ○伐倒作業の支障となるものの取り除き

○作業指揮者の選任 ○造林作業等の下方への立入禁止

○安全衛生教育の実施 ○伐倒する木の樹高の２倍以上の範囲内の立入禁止

○転落、滑落の恐れのある伐倒木、玉切材等の固定 ○伐倒作業前に退避ルートを選定

○作業の支障となるかん木、枝条等の除去 ○伐根直径の１/４以上の深さの受け口の造作（胸高直径20ｃｍ以上）

○斜面上部での作業の実施 ○根張りの除去（空洞木、腐朽木、傾き木等を除く）

○造林作業等の下方への立入禁止 ○受け口の斜め切の角度を30～45度とする

○原木の安定の確認の徹底 ○受け口の高さの２/３程度の位置に追い口を切り込む

○「ため」の効いた枝等の反発力低減措置の徹底 ○伐根直径の１/10程度のつるの確保

○同一原木の枝はらいを複数人で行わない ○２個以上の同一形状のくさびの使用

○玉切作業時のくさびの活用（ガイドバーのはさまれ防止） ○伐倒直前の速やかな退避

○片持ちとなった原木については下部の切り上げを先行する ○安全なかかり木処理の徹底

○橋状の原木については側面を先行する

○片持ち、橋状の原木の玉切の際の支柱の設置（必要に応じて）

安全なチェーン
ソーの取扱い

作業計画の
策定

安全な伐木作業
の徹底

安全な造材
作業の徹底

保護具・保
護衣の着用

チェーンソーによる伐木作業の安全に関するガイドラインに基づく実施事項


